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石 川 県 教 育 委 員

石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 月 三 日
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ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 月 三 日

石 川 県 規 則 第 三 十 三 号

ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 規 則 第 五 十 一 号 ）

第 百 九 十 五 条 第 一 項 第 三 号 中 「 抑 制 」 を 「 量 の 削 減 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号

石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則

（ 石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ）

る 。

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

第 四 条 中 「 第 五 条 第 六 項 」 を 「 第 五 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 一 項 中 「 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 普 通 免 許 状 の 授 与 を 受 け よ う と す る 者 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 授 与

申 請 者 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 九 号 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

3 第 一 項 第 三 号 イ 及 び 口 、 第 四 号 並 び に 第 八 号 並 び に 前 項 の 規 定 は 、 委 員 会 が 授 与 し た 普 通 免 許 状 （ 教 育 職 員 検

定 に 合 格 し た 者 に 授 与 し た も の を 除 く 。 ） の う ち 失 効 し た 普 通 免 許 状 （ 免 許 法 第 十 条 第 一 項 各 号 及 び 第 十 一 条 第

四 項 の 規 定 に よ り 失 効 し た 免 許 状 を 除 く 。 ） （ 以 下 「 失 効 免 許 状 」 と い う 。 ） に つ い て 再 度 の 授 与 の 出 願 が あ っ た

場 合 に お い て 委 員 会 が 失 効 免 許 状 の 原 本 又 は 写 し に よ り 過 去 に そ の 授 与 申 請 者 に 対 し て 失 効 免 許 状 を 授 与 し た 事

実 を 確 認 で き る と き は 適 用 し な い 。

第 十 二 条 中 「 第 十 六 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 十 六 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 を 削 る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 第 六 条 の 規 定 に よ り 、 教 育 職 員 検 定 （ 普 通 免 許 状 に 係 る も の に 限 る 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ）

中 ）
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石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四 号

石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 中 「 第 十 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 受 給 期 間 延 長 通 知 書 」 を 「 第 十 三 条 第 五 項 又 は 第 十 三 条 の 四 第 三 項 の 規 定 に

よ り 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 規 定 に よ る 」 を 削 り 、 「 受 給 期 間 延 長 申 請 書 」 を 「 受 給 期 間 延 長 等 申 請 書 」 に 、 「 受 給 資 格 証 又

は 退 職 票 」 を 「 医 師 の 証 明 書 そ の 他 の 前 条 各 号 に 掲 げ る 理 由 に 該 当 す る こ と の 事 実 を 証 明 す る こ と が で き る 書 類 及 び

受 給 資 格 証 （ 受 給 資 格 証 の 交 付 を 受 け て い な い 場 合 に は 、 退 職 票 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 た だ し

書 中 「 受 給 資 格 証 を 」 の 下 に 「 添 え て 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 に 規 定 す る 申 出 」 を 「 の 申 出 」 に 、 「 条 例 第 十 条 第

一 項 」 を 「 当 該 申 出 に 係 る 者 が 条 例 第 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 に 規 定 す る 」 を 「 の 」 に 改 め 、 同 条 第 六

項 中 「 第 一 項 た だ し 書 」 を 「 前 項 の 規 定 は 、 第 六 項 の 場 合 及 び 第 二 項 た だ し 書 の 場 合 に お け る 第 一 項 の 申 出 に 、 第 一

項 た だ し 書 」 に 、 「 前 項 」 を 「 第 六 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 八 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

第 一 項 の 申 出 は 、 代 理 人 に 行 わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 代 理 人 は 、 そ の 資 格 を 証 明 す る 書 類 に 同7  
（ 教 育 職 員 免 許 状 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 の 廃 止 ）

第 二 条 教 育 職 員 免 許 状 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 の 規 定 は 、 令

和 四 年 七 月 一 日 か ら 適 用 し 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 教 育 職 員 免 許 状 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 は 、 同 日 以 後 は 適

用 し な い 。

（ 経 過 措 置 ）

2 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 教 育 職 員 免 許 法 令 施 行 細 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、

所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 月 三 日
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の 下 に 「 （ 以 下 「 検 定 申 請 者 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、

「 授 与 条 件

涸 応 歯

に

同 項 第 十 一 号 を 削 り 、

会

同 条 に 次 の 一 項 を

第 一 項 第 四 号 の 規 定 は 、 委 員 会 が 授 与 し た も の の う ち 失 効 免 許 状 に つ い て 再 度 の 教 育 職 員 検 定 の 出 願 が あ っ た

場 合 に お い て 委 員 会 が 失 効 免 許 状 の 原 本 又 は 写 し に よ り 過 去 に そ の 検 定 申 請 者 に 対 し て 失 効 免 許 状 を 授 与 し た 事

実 を 確 認 で き る と き は 適 用 し な い 。

第 十 七 条 第 七 号 を 削 る 。

「 授 与 条 件
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項 に 規 定 す る 書 類 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 三 条 第 五 項 中 「 受 給 期 間 延 長 通 知 書 の 」 を 「 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 の 」 に 、 「 速 や か に 」 を 「 速 や か に 、 」 に 、

「 記 載 し 」 を 「 記 載 し た 上 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 受 給 期 間 延 長 申 請 書 」 を 「 そ の 者 が 提 出 し た 受 給 期 間 延 長 等 申

請 書 」 に 、 「 受 給 期 間 延 長 通 知 書 」 を 「 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 受 給 期 間 延 長 通 知 書 」 を

「 交 付 を 受 け た 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 」 に 改 め 、 「 又 は 退 職 票 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 に 規

定 す る 申 出 」 を 「 の 申 出 」 に 、 「 受 給 期 間 延 長 通 知 書 を 交 付 す る と と も に 、 受 給 資 格 証 又 は 退 職 票 に 必 要 な 事 項 を 記

載 し 、 返 付 し な け れ ば 」 を 「 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 を 交 付 し な け れ ば 」 に 改 め 、 同 項 に 後 段 と し て 次 の よ う に 加 え 、

同 項 を 同 条 第 五 項 と す る 。

こ の 場 合 （ 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 証 を 添 え な い で 同 項 の 申 出 を 受 け た と き を 除 く 。 ） に お い て 、

知 事 は 、 受 給 資 格 証 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 上 、 返 付 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 三 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

4 第 二 項 た だ し 書 の 場 合 に お け る 第 一 項 の 申 出 は 、 受 給 期 間 延 長 等 申 請 書 に 天 災 そ の 他 の 申 出 を し な か っ た こ と に

つ い て や む を 得 な い 理 由 を 証 明 す る こ と が で き る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。

第 十 三 条 の 次 に 次 の 三 条 を 加 え る 。

（ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 ）

第 十 三 条 の 二 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 業 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。

一 そ の 事 業 を 開 始 し た 日 又 は そ の 事 業 に 専 念 し 始 め た 日 か ら 起 算 し て 、 三 十 日 を 経 過 す る 日 が 、 条 例 第 十 条 第 一

項 に 規 定 す る 雇 用 保 険 法 第 二 十 条 第 一 項 を 適 用 し た 場 合 に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 受 給 資 格 者 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 期 間 の 末 日 後 で あ る も の

二 そ の 事 業 に つ い て 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格 者 が 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 就 業 手 当 又 は 再 就 職 手 当 に 相

当 す る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た も の

三 そ の 事 業 に よ り 当 該 事 業 を 実 施 す る 受 給 資 格 者 が 自 立 す る こ と が で き な い と 知 事 が 認 め た も の

（ 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 ）

第 十 三 条 の 三 条 例 第 十 条 第 四 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。

一 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 退 職 の 日 以 前 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 開 始 し 、 当 該 退 職 の 日 に 当 該 事 業 に

専 念 す る 職 員

二 そ の 他 事 業 を 開 始 し た 職 員 に 準 ず る も の と し て 知 事 が 認 め た 職 員

（ 支 給 の 期 間 の 特 例 の 申 出 ）

第 十 三 条 の 四 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 退 職 の 日 後 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 開 始 し た 職 員 又 は 前 条 に 規 定

す る 職 員 の 申 出 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 例 申 出 」 と い う 。 ） は 、 別 記 第 八 号 様 式 に よ る 受 給 期 間 延 長 等 申 請 書 に

登 記 事 項 証 明 書 そ の 他 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 退 職 の 日 後 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 開 始 し た 職 員 又 は 前

条 に 規 定 す る 職 員 に 該 当 す る こ と の 事 実 を 証 明 す る こ と が で き る 書 類 及 び 受 給 資 格 証 （ 受 給 資 格 証 の 交 付 を 受 け て

い な い 場 合 に は 、 退 職 票 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 添 え て 知 事 に 提 出 す る こ と に よ っ て 行 う も の と す る 。

2 特 例 申 出 は 、 当 該 特 例 申 出 に 係 る 者 が 条 例 第 十 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 開 始 し た 日 又 は 当 該 事 業 に 専 念 し 始 め

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 、 二 箇 月 以 内 に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災 そ の 他 申 出 を し な か っ た こ と に つ い て

や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

3 知 事 は 、 特 例 申 出 を し た 者 が 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 退 職 の 日 後 に 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 開 始 し た 職

員 又 は 前 条 に 規 定 す る 職 員 に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 そ の 者 に 別 記 第 九 号 様 式 に よ る 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 を 交

付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 （ 第 五 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 第 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 証

を 添 え な い で 特 例 申 出 を 受 け た と き を 除 く 。 ） に お い て 、 知 事 は 、 受 給 資 格 証 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 上 、 返 付 し

な け れ ば な ら な い 。

4 前 項 の 規 定 に よ り 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 速 や か

に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 る と と も に 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 知

事 は 、 提 出 を 受 け た 書 類 に 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 上 、 返 付 し な け れ ば な ら な い 。

一 そ の 者 が 提 出 し た 受 給 期 間 延 長 等 申 請 書 の 記 載 内 容 に 重 大 な 変 更 が あ っ た 場 合

通 知 書

二 条 例 第 十 条 第 四 項 に 規 定 す る 事 業 を 廃 止 し 、 又 は 休 止 し た 場 合

資 格 証

出

交 付 を 受 け た 受 給 期 間 延 長 等 通 知 書 及 び 受 給

涸 応 歯

交 付 を 受 け た 受 給 期 間 延 長 等

叫
D

享



別
記

第
8
号

様
式

（
第

13
条

、
第

13
条

の
4
関
係
）

5  

>I
S-

受
ム 口

糸
期

間
延

長
等

申
主 目

一一1 1 n  

書

氏
名

性
別

男
・

女
受

給
資

格
証

①
 

申
請

者
番

万ロ

住
所

又
は

居
所

②
 
退

職
年

月
日

年
月

日

イ
妊

娠
、

出
産

、
育

児
、

疾
病

、
負

傷
等

に
よ

り
職

業
に

就
く

こ
と

が
で

き
な

い
た

め

こ
の

申
請

書
を

提
出

ロ
事

業
を

開
始

等
し

た
た

め

③
 

す
る

理
由

具
体

的
理

由
［

 
］
 

③
の

イ
の

理
由

が
疾

傷
病

の
名

称
診

療
担

当
者

④
 

病
又

は
負

傷
の

場
合

⑤
 

職
業

に
就

く
こ

と
が

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

で
き

な
い

期
間

石
川
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
第

13
条
第

1
項
•

第
13

条
の

4
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

上
記

の
と

お
り

申
請

し
ま

す
。

年
月

日

石
川

県
知

事
殿

申
請

者
氏

名

※
処

理
欄

延
長

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

今 苫 4 年 l O J = J 3  1 3  ( J = J J ! i l 3 )  

第 十 三 条 第 七 項 の 規 定 は 、 特 例 申 出 及 び 前 項 の 場 合 並 び に 第 二 項 た だ し 書 の 場 合 に お け る 特 例 申 出 に 、 第 十 三 条

第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 第 一 項 及 び 前 項 の 場 合 に 、 第 十 三 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 た だ し 書 の 場 合

に お け る 特 例 申 出 に つ い て 準 用 す る 。

別 記 第 八 号 様 式 及 び 別 記 第 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

出 涸 応 歯

注
意

事
項 こ

の
申

請
は

、
知

事
に

受
給

資
格

証
（

受
給

資
格

証
の

交
付

を
受

け
て

い
な

い
場

合
は

、
退

職
票

）

⑤
欄

の
期

間
が

3
年

を
超

え
る

と
き

は
、

最
大

限
3
年

ま
で

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

。

※
印

欄
に

は
、

記
載

し
な

い
こ

と
。

ー 2  3  

を
添

え
て

提
出

す
る

こ
と

。
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別
記

第
9
号

様
式

（
第

13
条

、
第

13
条

の
4
関
係
）

受
ム 口

糸
期

間
延

長
等

通
知

書

申
請

者
氏

名
受

給
資

格
証

番
号

申
請

受
理

年
月

日
年

月
日

イ
妊

娠
、

出
産

、
育

児
、

疾
病

、
負

傷
等

に
よ

り
職

業
に

就
く

こ
と

が
で

き
な

い
た

め

受
給

期
間

延
長

等
ロ

事
業

を
開

始
等

し
た

た
め

の
理

由
具

体
的

理
由
［

 
］
 

職
業

に
就

く
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

又
は

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま

で

事
業

を
実

施
す

る
期

間

延
長

等
後

の
年

月
受

給
期

間
満

了
年

月
日

日

石
川
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
第

13
条
第

5
項
•

第
13

条
の

4
第

3
項

の
規

定
に

よ
り

上
記

の
と

お
り

受
給

期
間

を
延

長
す

る
。

年
月

日

石
川

県
知

事
匝
l

注
意

事
項 こ

の
通

知
書

は
、

基
本

手
当

に
相

当
す

る
退

職
手

当
を

受
け

る
た

め
に

必
要

な
も

の
で

あ
る

か
ら

、
大

切
に

保
管

す
る

こ
と

。

受
給

期
間

延
長

等
申

請
書

の
記

載
内

容
に

重
大

な
変

更
が

あ
っ

た
と

き
（

例
え

ば
、

申
請

書
を

提
出

す
る

理
由

や
期

間
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

）
に

は
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

申
し

出
る

と
と

も
に

、
こ

の
通

知
書

を
提

出
す

る
こ

と
。

受
給

期
間

延
長

等
の

理
由

が
や

ん
だ

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

届
け

出
る

と
と

も
に

、
受

給
資

格
証

（
受

給
資

格
証

の
交

付
を

受
け

て
い

な
い

場
合

に
は

、
退

職
票

）
に

添
え

て
こ

の
通

知
書

を
提

出
す

る
こ

と
。

ー 2  3  
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別
記

第
13

号
様

式
（

第
17

条
関
係
）

cs
, 

（表
）

公
共

職
業

訓
練

等
受

講
届

①
 

受
給

資
格

者
に

氏
名

受
給

資
格

証
番

号

関
す

る
事

項
住

所
又

は
居

所

1
 
公

共
職

2
 
雇

用
保

3
 
障

害
者

の
4
 
高

年
齢

者
等

の
5
 
雇

用
保

険
法

第
6
条

第
6
 
職

業
訓

練
の

実
施

業
訓

練
険

法
第

6
3

雇
用

の
促

進
雇

用
の

安
定

等
に

5
号

に
規

定
す

る
船

員
の

等
に

よ
る

特
定

求
職

(1
)

種
類

条
第

1
項

等
に

関
す

る
関

す
る

法
律

第
2
5

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

者
の

就
職

の
支

援
に

第
3
号

の
法

律
第

13
条

条
第

1
項

の
計

画
上

に
資

す
る

訓
練

又
は

講
関

す
る

法
律

第
4
条

講
習

及
び

の
適

応
訓

練
に

準
拠

し
た

同
項

習
と

し
て

厚
生

労
働

大
臣

第
2
項

に
規

定
す

る

訓
練

第
3
号

の
訓

練
が

定
め

る
も

の
認

定
職

業
訓

練

(2
)

職
種

(3
)

期
間

(4
) 

昼
夜

間
の

別
昼

間
・

夜
間

②
 

公
共

職
業

訓
練

(5
) 

受
講

開
始

年
月

(6
) 

終
了

予
定

年
月

等
に

関
す

る
事

項
年
月
日

日
年
月
日

日

こ
の

欄
の

記
載

事
実

に
誤

り
の

な
い

こ
と

を
証

明
す

る
。

年
月

日

（
公

共
職

業
訓

練
等

の
施

設
の

長
の

職
氏
名
）

胴

(1
)

寄
宿

の
事

実
有

佃’‘‘‘ 
(2
)

寄
宿

開
始

年
月

日
年

月
日

(3
) 

寄
宿

前
の

住
所

又
は

居
所

別 記 第 十 三 号 様 式 （ 表 ） を 次 の よ う に 改 め る 。
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氏
名

受
給

資
格

者
年

齢
職

業
同

居
・

別
居

の
別

別
居

し
て

い
る

者
の

住
所

(4
) 

と
の

続
柄

又
は

居
所

歳
有

・
無

同
居

・
別

居

家
歳

有
．

佃’‘‘‘ 
同

居
・

別
居

③
 

寄
宿

に
関

す
る

族
歳

有
．

佃’‘‘‘ 
同

居
・

別
居

事
項

の
歳

有
．

佃’‘‘‘ 
同

居
・

別
居

状
歳

有
・

無
同

居
・

別
居

況
歳

有
・

無
同

居
・

別
居

歳
有

・
無

同
居

・
別

居

歳
有

．
佃’‘‘‘ 

同
居

・
別

居

④
 

公
共

職
業

訓
練

等
の

受
講

を
指

示

し
た

公
共

職
業

安

定
所

名

石
川

県
職

員
の

退
職

手
当

に
関

す
る

規
則

第
17

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

上
記

の
と

お
り

届
け

ま
す

。

年
月

日

任
命

権
者

殿

受
給

資
格

者
氏

名

基
本

手
当

寄
宿

手
当

証
明

認
定

※
処

理
欄
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(
X
)
 

今 苫 4 年 l O J = J 3  1 3  ( J = J J ! i l 3 )  

冷 羽 A

否 壁 迅

公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

当 分 の 間 、

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 規 則 は 、

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ 、 又 は 交 付 さ れ て い る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る

規 則 の 様 式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 様 式 に よ る も の と み な す 。

こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が で き る 。

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 四 年 十 月 三 日

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 五 号

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ）

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 削 除

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

( 1 芦 u = 1 2
,

3 s o f 1 n i t 4 c  t )  ' f 9 2 0ー 8 5 8 0

T  9 2 1ー 8 0 0 2

包 ＿＿ 津 裔 芽 丑 惹 f l 1  T 皿 1 昧 浩

出 ） ＿＿ 津 尚 芽 丑 出 幣 4 T  I § 1 6 6 : i ' : t l l i  葉
出

沖：
：：
：

汁
乍

津

出 涸 応 歯

の 一 部 を
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